
一般事業主行動計画 

東日本三菱自動車販売株式会社 

 

 仕事と生活の調和を図り、社員が働きやすい雇用環境の整備を行うことによって、社

員がその能力を発揮できるようにするため、次のような行動計画を策定する。 

 

１．計画期間 ２０１７年１月１日～２０２１年１２月３１日までの５年間 

 

２．内容 

 

 

 ＜対策＞ 

  ●２０１７年度中  

・各営業本部の管理部門の残業状況を把握する。 

・各営業本部の管理部門に対し、定時前終了メッセージがパソコン画面に出るよ

うにし、定時退社の意識付けを図る。 

・店舗の残業削減に向け、勤怠管理システムの導入を検討する。 

 

 

 

＜対策＞ 

  ●２０１７年度中  

・リフレッシュ休暇の取得促進を図り、有給休暇の取得を増やす。 

・特に男性社員の育児参加を図る為、男性社員のリフレッシュ休暇取得を促進す

る。 

・社内ＨＰに、リフレッシュ休暇取得促進を掲載する。 

 

 

 

＜対策＞ 

  ●２０１７年度中  

・現在の育児勤務期間は小学校就学前までだが、小学校 6年生まで（6年生の年

度末）に拡大することを検討する。 

 

 

目標１：残業時間の減少を図る為、措置を講じる 

目標２：年次有給休暇取得促進のため、社内ＰＲを行う 

目標３：育児勤務期間の拡大を図る為、措置を講じる 


